
1 

 

「押し買い お断り！」指導案 

 

１ 題材 押し買いについて 

２ 目標 ・悪質商法を自分事として捉える 

     ・悪質商法の手口を知る 

     ・契約について知る 

     ・悪質商法に引っかからないための予防策を身につける 

     ・悪質商法に引っかかったときの対処方法を身につける 

     ・学んだことを家族や友人に伝える 

 

３ 講座の展開            ●活動  ◇活動のねらいや工夫  ・準備物 

 内容 活動のねらいや工夫 準備物 

導入 

 

15 分 

●あいさつと講座名を確認する。「押し買いお断

り！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●カルタのルールを確認する。 

 

 

 

●５人程度のグループをいくつか作り、カルタ大会

をする。  

 

 

●取ったカルタの枚数を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇カルタをすることで、楽

しみながら、頭や体を使

い、悪質商法についての知

識を得ることができるよ

うにする。 

◇枚数を多く取っている

人に、枚数を多くとるコツ

を尋ねカルタを覚える意

・名札 

・プロジェクター

用のパソコン 

・プロジェクター 

・スクリーン 

・印刷用のパソコ

ン 

・モバイルプリン

ター 

・カメラ（カメラ機

能付きの携帯） 

 

・頭文字が同じカ

ルタ（A４サイズ） 

 

・「だれでもカルタ

～悪質商法版～」 
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義について知らせる。 

展開 

 

４０分 

●寸劇には違法な点が４点あるので、考えながら見

てくださいと伝える。 

 

 

●受講者の一人に被害者役として参加してもらう、

寸劇をする。 

  

 

 

 

 

 

 

●寸劇の違法な点について答え合わせをする。 

 

●参加者の押し買いの被害状況を尋ねる。 

  

 

 

●消費者と業者が対等な場合の契約は、一方的に解

除ができない事を確認する。 

●消費者と業者が対等になりにくい場合（押し買い・

訪問販売など）の契約は、一方的に解除ができる事を

伝える。  

 

 

 

●消費者を守るための法律（クーリングオフ）や施設

（消費生活センター）があることを伝える。  

  

 

 

●相談しない人のデータや、参加者に相談できそう

かについて尋ねる 

 

◇寸劇の初めに伝えるこ

とで、より参加型の寸劇に

することができるように

する。 

◇寸劇をすることで楽し

みながら、押し買いの手口

について知ることができ

るようにする 

◇受講者に被害者役にな

ってもらうことで、より興

味深く見ることができる

ようにする。 

 

 

 

◇参加者に尋ねることで

より身近に押し買いがあ

ることに気づかせる 

 

◇基本的な契約の仕組み

を知ることで、押し買いの

契約が違法であることに

気づくことが、できるよう

にする 

 

 

 

◇具体的な対処方法を明

らかにすることで、もし被

害に遭った時も対処がで

きるようにする 

 

◇参加者に尋ねることで、

自分事として捉えやすく

する。 

 

 

 

・カチンコ 

・高齢者・悪質業者

（女・男）のセリフ

とお面一体セット 

・指輪のイラスト 

・契約書のイラス

ト 

・マイク 
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●相談しない理由（自分にも責任があると思ったか

ら など）を示す。 

●相談することの意義を伝える  

 

●１８８（いやや）を伝える 

●携帯で１８８に電話をする  

 

 

●１８８に電話をする練習をする 

 

 

 

 

●消費生活センターの方のお話 

 

 

 

 

 

●悪質商法に引っかからないための予防策について

話し合う 

  

 

●悪質商法に引っかからないための予防策のまとめ

をする  

・優良防犯電話や悪質商法撃退装置 

・留守電を設定する 

・終活、遺品整理方法 

 

 

●押し買いの電話の断り方について説明し、復唱す

る。 

 

◇相談しなかった人の理

由を示すことで、共感を得

られるようにする。 

 

 

◇消費生活センターには、

問い合わせでも電話をか

けていいことを伝え、電話

をかけやすくする 

◇18８に電話をすること

で身近に感じてもらうこ

とができ、もし被害に遭っ

たとき相談が出来やすく

する 

◇消費生活センターの方

に話をしてもらうことで、

より消費生活センターを

身近に感じてもらいやす

くする 

 

◇講座の参加者同士で話

し合うことで、実践しやす

い予防策に気づくことが

できる 

◇参加者の話し合いで出

てきたことを全体で共有

し、色々な予防策を知るこ

とができるようにする。 

◇参加者の知りたい情報

を、場合によって説明でき

るようにしておく 

◇具体的な断り方を紹介

することで、実践できるよ

うにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スピーカーフォ

ン機能のある携帯 

 

 

 

・電話を模した紙 

まとめ 

 

●講座の写真入りまとめプリントに沿って学んだこ

とを音読する 

◇写真を載せたまとめプ

リントを配ることで、再

・まとめのプリン

ト 
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５分  

 

 

 

●まとめの紙に誰に伝えるか書いてもらう 

 

 

 

 

 

 

●悪質業者お断りの歌パート２を歌う  

 

 

 

 

●アンケートに協力してもらう 

 

 

 

 

●講座のお礼 

度まとめプリントを見

返す可能性を上げるこ

とができる  

 

◇誰に伝えるか書いても

らうことで、伝える意欲

を高めることができる 

◇まとめプリントをその

まま伝えたい人に見せて

と提案し、伝えやすくす

る。 

◇歌詞プリントを配布す

ることで、歌う機会を増や

すことができ、押し買いの

手口を覚えることができ

るようにする 

・鉛筆  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・歌詞プリント 

 

 

 

 

・直後アンケート 

・事後アンケート

（切手を貼った返

信用の封筒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原案：2017 年度「消費者教育論」受講者 

修正：桒原 

作成：鹿児島大学教育学部石橋愛架研究室 2018 年度 


